
第２部

環境影響評価方法書
＊調査の項目・地域・方法などを記載

環境影響評価準備書
＊調査・予測・評価などを記載

環境影響評価書
＊住民意見などを踏まえ準備書を検討・修正

環境影響評価事後調査報告書
＊事後調査結果、結果を踏まえた保全対策

公　告　・　縦　覧 住民・知事意見

公　告　・　縦　覧 住民・知事意見

公　告　・　縦　覧

公　告　・　縦　覧

計画段階環境配慮書（平成26年４月施行）
＊配慮すべき事項の検討結果を取りまとめたものなどを記載

公　告　・　縦　覧 住民・知事意見
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環境影響評価制度 〈環境政策課〉

　大規模な開発事業などを行う場合、それが環境に与え
る影響について、「環境影響評価法」、「滋賀県環境影響評
価条例」に基づき、事業者自らが事前に大気質、騒音、
水質、生態系、文化財などの項目について、調査・予測・
評価を行い、環境の保全を図るための制度です。
　平成23年（2011年）４月に環境影響評価法が一部
改正され、事業検討段階において環境影響評価を実施す
る計画段階配慮書の手続きが創設されたことなどに伴
い、県条例についても法改正の趣旨を踏まえ、平成25年
（2013年）３月に必要な改正を行いました。

公害苦情および公害審査会 〈環境政策課〉

　平成24年度に、県および市町が新規に受理した公害
苦情件数は985件で、過去５年間では横ばい傾向にあ
ります。このうち、典型７公害（大気汚染、水質汚濁、
土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭）に関する苦
情は678件でした。典型７公害のうち水質汚濁（273
件）が一番多く、次いで騒音（131件）、悪臭（129件）
の順になっています。
　また、苦情処理によって解決できない公害に関する
紛争を、迅速、適正に解決するために、「公害紛争処理法」
に基づいて紛争処理制度が設けられています。県では、
学識経験者など10名で構成される滋賀県公害審査会を
設置し、あっせん、調停、仲裁の手続きを行っています。
昭和45年（1970年）の設置以来これまでに30件（平
成25年（2013年）３月時点）の調停手続きを行って
います。

環境自治委員会 〈環境政策課〉

　県民が参加して、健全で質の高い環境の確保を図る
ため、県が行う事務や事業について、環境保全上適切
に実施されていないと考えられる場合、県民は「滋賀
の環境自治を推進する委員会（環境自治委員会）」に審
査の申し立てを行うことができます。
　環境自治委員会は、この申し立てを受けて、事務や
事業の実施について調査審議し、是正が必要な場合に
は知事などに対して勧告を行うことができます。知事
などは勧告を尊重して適切な措置を講じなければなら
ないことになっています。これまでに９件（平成25年
（2013年）３月現在）の申し立てがありました。

淡海の川づくり 〈流域政策局〉

■川づくり会議
　平成９年（1997年）に「河川環境の整備と保全」、「地
域の意見を反映した河川整備の計画制度の導入」を大
きな柱として、「河川法」が改正されました。本県でも、
県管理河川の整備や管理のあり方（水害の軽減や河川環
境の保全など）について、地域の皆さんの意見を反映し
た「河川整備計画」の策定作業を進めており、県が実施
する河川事業は、河川整備計画に基づいています。
　県自らの持つ情報を提供するとともに地域住民の河
川に対する意見や、関係者（水利組合、漁業組合等）、
生物環境アドバイザー、地域の有識者との意見交換、
自然観察会など様々な活動を通して得られた川づくり
への意見、提案をとりまとめ、河川整備計画に反映さ
せていきます。

第２章 持続可能な滋賀社会の構築に向けた基盤づくり
　環境に対する高い県民意識を活かした環境づくりを推進するため、各主体が持つ環境に関する
情報の積極的な開示を促すとともに、県民の意見を行政の政策決定に反映させる機会を充実させ
るなどの取り組みが必要です。また、複雑化、多様化する環境問題の課題を明らかにし、その解
決を図っていくための基盤として、総合的な試験研究を進め、環境情報を提供していくことが必
要です。

地域との協働・住民参加

●環境自治
　滋賀県では、地域の環境と深い関わりを持つ住民が中
心となって、事業者や行政との協働により、地域に根ざ
した環境の保全・創造の取り組みを進めていくことを「環
境自治」として、環境政策の基本概念に位置づけています。
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ミノムシ調査の様子

◆河川整備計画の策定フロー
 川づくり会議の開催

河川整備計画の決定

←関係市町長の意見

←淡海の川づくり検討委員会の意見

…治水・利水・環境の調和がとれた川づくり、パートナーシップによる川づくり

川づくりに対する提言

河川整備計画（原案）の策定

河川整備計画（案）の策定

平成17年（2006年）の調査地点 平成23年（2011年）の調査地点

■今後の展開～地域がはぐくむ川をめざして～  
　川づくり会議で、共有した川の将来像に向けて、地域
住民・市民の皆さんが主体的に川づくり（河川の整備や
管理）に関与できるよう、以下のことを重点的に進め、
地域がはぐくむ川の実現をめざします。
① 地域住民による川や水辺に関わる活動を積極的に支援
します。

② 河川環境の保全に関わる活動などに、地域住民がより
積極的に取り組むことができるような仕組みを検討し
ます。

■ふるさとの川づくり協働事業 
　 ～地域の川は地域と協働で管理～
　“ふるさとの川づくり協働事業”は、河川の維持管理に
おいて地域のみなさんとの協働を推進し、地域と行政が
共に手を取り合って地域の川を「ふるさとの川」として
守り育てていくことを目的とし、次の３本柱によって構
成されています。
①河川愛護活動
　自治会等が行う「除草」、「川ざらえ」、「竹木の伐採・
管理」といった河川の維持管理に対して、市町を介した
委託により費用助成します。
②地域活動支援
　「支援施設整備（階段・通路など）」、「支障物の除去（竹
木・堆積土砂の除去）」、地域による竹木の伐採・管理で
発生する「竹木の処理」を県・市町が連携して実施する
ことにより、地域活動を支援します。
③河川管理パートナー
　地域の方に、河川管理パートナーとして、河川パトロー
ル、地域への河川愛護にかかる啓発や情報発信、伐竹木
の地域利用にかかるＰＲ、河川敷内のゴミ対策にかかる
市町との連携などを行っていただき、県・市町と地域の
仲立ちとなって活動していただきます。

フィールドレポーター
　（市民参加型調査活動）  〈琵琶湖博物館〉
　琵琶湖博物館では、開館翌年の平成９年から、フィー
ルドレポーター制度を運営しています。「フィールドレ
ポーター」とは、地域の方が滋賀県内の自然やくらしに
ついて、身の回りで調査を行い、その結果を定期的に博
物館に報告していただくという「地域学芸員」のような
ものです。任期は１年で、原則として毎年３月後半に募
集し、更新すれば何年でも引き続き活動することができ
ます。

WEB http://www.lbm.go.jp/fi eldrep/report/
　　　2011_2nd_report.pdf

◆住民参加による川づくり
　― 地域の個性を活かした多自然川づくり―

◆平成23年度（2011年度）　第２回調査
　 「ミノムシ・・・その後オオミノガはどうなったのか？」
　 （調査期間：平成23年（2011年）11月10日～

平成24年（2012年）４月17日）
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第２部

棚田ボランティア制度
棚田トラスト制度

棚田地域 都市住民等
（ボランティア制度）

滋賀県

・ボランティア活動への参加

・癒しの場、自己実現の場

・活動計画
・ボランティア募集案内

・活動支援
・運営体制整備支援

・各棚田地域の活動案内
・問い合わせ窓口・寄附金

・実績報告
・棚田米等

寄附者
（トラスト制度）

・寄附金

・実績報告
・税法上の優遇措置

みずすまし構想の推進 〈農村振興課〉

　「みずすまし構想」は住民参加を基本として、農村地
域の水質、生態系および景観の保全について、環境と調
和した農業・農村を目指すという構想です。この構想の
実現に向けて、各地域のみずすまし推進協議会が策定し
た行動計画に基づいて、環境に配慮した施設の整備や水
質汚濁負荷削減に取り組む地域活動への支援を行ってい
ます。
　各地域の取り組みはこちらから
WEB http://www.pref.shiga.lg.jp/g/noson/
　　  mizusumashi/mizusumashi.html

農村地域住民活動支援事業 〈農村振興課〉

　豊かな田園空間の創造や農村地域のコミュニティ機能
を維持するためには、農家だけでなく非農家を含めた地
域住民と行政などとのパートナーシップによる農村環境
の保全活動の推進が求められています。
　このことから、滋賀県土地改良事業団体連合会内に設
けられた「滋賀県みずすましセンター」を活用し、地域
リーダーの育成や専門家の紹介、普及啓発活動を行い、
地域住民の主体的な活動の定着を支援しています。
　また、農村地域で行われる環境保全活動を支援するた
め、多様な主体で構成された「みずすましネットワーク」
の取り組みを推進しています。

棚田保全ネットワーク推進事業 〈農村振興課〉

　棚田は、農業生産活動を通じて、県土の保全や水源か
ん養、農村景観や伝統文化の保全などの多面的な機能を
発揮しています。しかし、過疎・高齢化や農家の減少、
獣害の頻発などにより、耕作されない棚田が年々増えて
いるため、平成16年度より、「棚田ボランティア制度」
を導入し、地域住民と都市住民とが協働で行う保全活動
を支援しています。
　現在は、県内７地区でボランティアを受け入れての保
全活動が実施されており、平成24年度は延べ349人の
ボランティアの参加がありました。また、活動に取り組
む地域間の情報交換や課題解決を目的に交流・研究会を
実施しています。
　さらに、平成21年度より「棚田トラスト制度」を導入
し、活動を応援してくださる企業や個人などから寄附金
を募り、活動組織の安定化に向けた支援を行っています。
　本年度も、棚田ボランティア制度と棚田トラスト制
度による支援を行い、地域住民と都市住民との交流を
図りながら、県内の棚田保全や地域活性化を目指して
いきます。

WEB http://www.pref.shiga.lg.jp/g/noson/
　　  tanada/index.html

びわこ地球市民の森 〈都市計画課〉

　県では、緑を再生するための事業を、野洲川の廃川敷
地の一部42.5haを活用して、県民をはじめ多くの人々と
ともに、長い時間をかけて、様々な生き物が暮らす豊か
な森「びわこ地球市民の森」として再生する事業に取り
組んでいます。
　この森づくりは、「生態系の形成に配慮したビオトープ
空間の創造」と、「照葉樹の林と訪れる人たちが自由に
楽しめる落葉樹の林や原っぱの形成」をコンセプトとし、
植栽基盤、園路や駐車場などの施設は都市公園事業とし
て整備を進め、植栽については、広く一般から募集を行い、
苗木を中心に植樹を行っています。
　森づくりのスタートした平成13年（2001年）の「滋
賀県植樹のつどい」(みどりの日に開催)から、平成25年
（2013年）５月末までに、延べ約45,743人の参加者
により、156,306本もの苗木が植樹されました。また、
植えた木の管理（草刈りや施肥など）も、一般から募集
した「びわこ地球市民の森・森づくりサポーター」の皆
さんの手により「森づくりサポーター活動」として実施
しています。
WEB http://www.ex.biwa.ne.jp/%7Emoridukuri/

企業のCSR活動としての環境保全への
　取り組み 〈企画調整課、環境政策課〉

　近年、企業においては、地域や社会に対する様々な貢
献を通して、社会的な責任を果たそうとする意識が高ま
り、積極的な取り組みが展開されています。特に、社員
やその家族による森林や棚田の保全活動、湖岸の清掃活
動、ヨシ刈り体験など、様々な環境保全の取り組みが行
われています。
　また、県では、琵琶湖を愛する方や滋賀の歴史・文化
に魅力を感じる方、滋賀県を「ふるさと」として応援し
たいと思っておられる方の思いに応えるため、「マザー
レイク滋賀応援寄附条例」を制定し、寄附の促進に努
めています。いただいた寄附は、琵琶湖の環境保全や
歴史的文化的資産の保存などに活用することとしてお
り、この趣旨に賛同する個人や企業からの寄附も広がっ
ています。
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◆ロゴマーク

◆キャンペーン参加店舗数の推移
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びわ湖環境ビジネスメッセの開催
 〈モノづくり振興課〉

　びわ湖環境ビジネスメッセは、「環境と経済の両立」
を基本理念に持続可能な経済社会を目指し、環境産業の
育成振興を図るため、環境に調和した最新の製品・技
術・サービスなどを一堂に展示する環境産業総合見本市
です。15回目となった平成24年度は、10月24日か
ら26日まで３日間開催し、のべ35,500人が来場しま
した。16年目を迎える平成25年度は、10月24日から
26日まで県立長浜ドームで開催します。

WEB http://www.biwako-messe.com/

戦略的環境ビジネス育成の推進
 〈モノづくり振興課〉

　産学官金の関係機関をネットワーク化した「滋賀県環
境産業創造会議」により、新エネルギー・省エネルギー
や水環境ビジネスなどの新規成長分野への中小企業の参
入を支援するなどし、萌芽期を脱し成長期へと向かう本
県の環境関連産業群の基盤をさらに強固なものとするこ
とを目指します。
　また、環境意識の高い県民のもと環境関連ものづくり
企業が集積する本県の強みを活かし、本県企業が持つす
ぐれた製品・技術を県内外に発信することにより市場化
や販路開拓を支援します。
WEB http://www.pref.shiga.lg.jp/f/

shinsangyo/kankyosangyo/210511-2.html

「おいしが うれしが」キャンペーンの推進
〈食のブランド推進課〉

　「おいしが　うれしが」キャンペーンは、県民の皆さん
に県産農水産物やその加工品を知っていただき、消費す
る機会を増やすことによって、滋賀の地域資源や食文化
の豊かさを実感できる「地産地消」を推進する運動です。
　食べた人が「おいしい！」と言えば、提供した人が「う
れしい！」と応える。会話がはずみコミュニケーション
が図れる滋賀らしい地産地消を進めています。
　地産地消は輸送距離が短く、消費者に鮮度の良い食材
を届けることができます。
　平成25年３月末現在のキャンペーン参加店舗は
1,033店舗です。各店舗での取り組みは、ホームページ
で紹介していますので、県産農水産物の魅力をお楽しみ
ください。
WEB http://shigaquo.jp/oishiga/

環境こだわり農業の推進 〈食のブランド推進課〉
■環境こだわり農業の普及拡大
　本県では、より安全で安心な
農産物を消費者に供給するとと
もに、環境と調和のとれた農業
を推進しています。平成15年
（2003年）に「滋賀県環境こだ
わり農業推進条例」を定め、平
成16年度からは、県や国の支援
制度により、環境こだわり農業
に取り組む農業者に経済的支援
を行ってきました。
　平成24年度には、国の支援制度が変更されたこともあ
り、面積が前年度より減少しましたが、環境こだわり農
産物栽培面積は13,557haに達し、このうち水稲では作
付面積の38％で取り組まれるまで拡大しています。引き
続き、環境こだわり農業が本県農業のスタンダードにな
るよう推進していきます。

■環境こだわり農産物栽培面積と化学合成農薬使用量の推移
　環境こだわり農産物栽培面積が拡大するとともに、県
内の化学合成農薬の使用量は減少しています。

WEB http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kodawari/

環境と調和した産業・まちづくりへの転換
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第２部

環境こだわり農業PRポスター

ＬＥＤ電球の街路灯
（きのもと北国街道商店街）

■県民みんなが支える環境こだわり農業
　環境こだわり農業の一層の拡大のためには、環境こだ
わり農産物が広く利用購入される必要があります。
　消費者に積極的に環境こだわり農産物を選んで買って
いただくために、「食べることで、びわ湖を守る。」を合
言葉に、農業者の琵琶湖に対する思いを込めたポスター、
リーフレットを作成し、量販店や直売所等で掲示いただ
くなど普及啓発を進めています。
　さらに、環境こだわり農業をあまり知らない若い世代
が、自ら理解を深め、仲間にも伝えようとする活動と広
く情報発信する取り組みを推進しています。

WEB http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kodawari/
　　  syoku-to-nou/pr-top.html

県産木材の利用促進 〈森林政策課県産材流通推進室〉

　木材は、人にも環境にも優しい自然素材で、県内の森
林で育った木材を県内で有効に利用することは、滋賀県
の森林を守り育てるとともに、琵琶湖の保全や地球温暖
化防止にもつながります。
　これまで県では、産地証明された県産木材の「びわ
湖材」を使用する木造住宅の建築や公共施設への木製
品の導入に対して支援を行ってきましたが、平成22年
（2010年）10月に施行された「公共建築物等における
木材の利用の促進に関する法律」に基づき、「低層の公
共建築物については、原則として木造化を図る。」とい
う方針をたて、県が建築する施設について可能な限り県
産木材を使って木造化に取り組んでいます。
　平成24年度には、県立高校をはじめ３件の建築物に
ついて木造化を行い、また、内装の木質化については、
15件の建築物について行いました。平成25年度も、木
造化４件、内装木質化10件について設計・工事を計画
しています。（42ページトピックス参照）
　公共建築物の木造化は、県産木材の需要拡大をはじめ、
建築技術や加工技術の向上、さらには、木材の安定した
生産や流通など、林業・木材産業・住宅産業の振興への
波及効果も大きいことから、今後も積極的に取り組み、
県産木材があたりまえのように利用される社会づくりを
目指していきます。

滋賀らしい環境こだわり住宅の普及促進
〈住宅課〉

　環境問題の解決に向けて、住宅分野においても環境へ
の負荷を低減する取り組みが求められています。
　木材は、再生産が可能で、加工に要するエネルギーが
少なく、成長の過程で二酸化炭素を吸収・固定化するな
ど環境にやさしい材料であり、地産地消や循環型社会の
形成を進め、森林の多面的機能を確保していくためにも、

県内産の木材を有効に活用していく必要があります。
　県では、県内産の木材や地場産の素材などを使用した
良質な木造軸組住宅を「滋賀らしい環境こだわり住宅」
と位置づけ、平成19年（2007年）３月にその整備指
針を公表するなどして普及に取り組んでいます。平成
20年（2008年）12月には、「滋賀らしい環境こだわ
り住宅」のつくり手となる設計者、施工者、木材供給者
で構成されるネットワークグループの登録制度がスター
トし、平成25年（2013年）7月末現在８グループが
登録されています。
　この登録制度を実施している「湖国すまい・まちづく
り推進協議会」では、環境こだわり住宅や登録グループ
に関する情報をホームページで紹介するなど、県民の皆
さんへの普及に努めています。
WEB 検索ワード『環境こだわり住宅』

エコ交通の推進 〈交通政策課〉

　マイカー中心の交通体系から人にも環境にもやさしい
公共交通機関利用へのシフトを図るため、鉄道やバスな
どの公共交通機関と湖上交通や自転車・徒歩の組み合わ
せにより、自動車に乗らなくても県内を移動することが
できる交通体系「エコ交通」の環境整備を推進します。
　地域の特色を活かした公共交通機関の利用促進とし
て地域のイベントと連携した鉄道誘客や、公共交通機
関を活用したモデルコースの情報発信、交通事業者と
関係団体が連携して取り組むエコ交通啓発事業を支援
しています。

■自転車利用促進事業
　人にも環境にもやさしい自転車の利用を推進するた
め、協議会を設置し、自転車の魅力を高め、利用しやす
い環境の検討を行うとともに、自転車利用の啓発や情報
の発信に取り組んでいます。

にぎわいのまちづくり総合支援事業
 〈中小企業支援課〉

　中心市街地や地域の商店街は、地域の独特の文化や伝
統を育んできた地域コミュニティの核であり、住民の暮
らしと地域の振興に大きな役割を果たしてきました。し
かし、消費者ニーズの変化や車社会の浸透など、ライフ
スタイルが変化し、住民の方々の行動範囲が広がったこ
となどにより、商店街で買物をする人が減り、空き店舗
数が増加する等、昨今の商店街を取り巻く環境は非常に
厳しい状況にあります。
　この状況を打開し、まちのにぎわいを回復させるため
に「にぎわいのまちづくり総合支援事業」では、商店街
のにぎわいを創出する取組で、商店街が地域の抱える課
題を解決する場としての役割や地域の中での存在価値を
高める事業を支援しています。地域課題には、「地域資源
の活用」や「環境」も含まれ、
地産地消や自転車利用拡大に
つながる事業、低炭素社会実
現に向けてのイベント等にも
支援を行っています。
　また、ハード整備に対する
助成として、平成24年度は、
LED電球の街路灯を整備した商
店街に補助金を交付しました。
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生活の質の
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地域経済の
活性化

温室効果ガス
排出量の半減
温室効果ガス
排出量の半減

持続可能な滋賀

まちづくり事例集
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グリーン購入の取り組み 〈循環社会推進課〉

　商品の購入やサービスの提供を受ける際に、必要性を
十分考慮し、価格や品質だけでなく環境のことを考え、
環境への負荷ができるだけ少ないものを優先的に購入す
る「グリーン購入」は、循環型社会の構築に重要な役割
を担っています。
　本県では、平成６年（1994年）から全国に先駆け
てグリーン購入を率先して実行しています。また、平成
14年（2002年）には「グリーン購入法」の施行を踏
まえ「グリーン購入基本方針」を定め、「グリーンオフィ
ス滋賀」の推進にも努めています。
　さらに、「一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワー
ク（滋賀GPN）」を支援するなど、県内のグリーン購入
の普及促進に取り組んでいます。平成25年（2013年）
４月１日現在の会員数は、企業407、行政21、団体
42となっています。

持続可能な滋賀社会の構築に向けた
　取り組み
■県域での調査・研究

〈環境政策課、温暖化対策課、琵琶湖環境科学研究センター〉

　県が掲げる2030年の温室効果ガス排出量（1990
年比）50％削減目標を実現した低炭素社会の構築には、
いつ、どのような施策が必要か、それにはどの程度の人
的・経済的な努力が必要か、またステイクホルダー（利
害関係者）のどのような協力・行動変化が必要か、など
を定量的に検証する必要があります。
　その検証手法を官学の提携により新たに研究・開発
し、2010年から目標年の2030年まで、年次ごとの施
策の実施状況と、温室効果ガス削減効果をロードマップ
（行程表）の形で定量的かつ整合的に示すことを可能に
しました。この研究結果は、県が取り組む低炭素社会の
実現に向けた行程表作りの中で活用されており、研究と
行政の協働により持続可能な社会の取り組みを進めてい
ます。
　また、低炭素社会構築のための施策は、環境面での効
果のみならず、地域経済の活性化や県民の生活の質の向
上といった側面も持っていることから、多様な側面で施
策の影響を把握する手法を開発し、滋賀の豊かさを実感
しながら、社会転換を図るための具体的な取り組みや施
策などの立案を支援しています。

■地域の取り組みへの応援 〈環境政策課〉
　持続可能な社会を実現するためには、国レベルの社会
制度の変革や技術革新とともに、日常生活や事業活動の
変革につながる地域にふさわしい取り組みが必要です。
こうした取り組みは、地域内での交通手段の転換、木材
や農産物の地産地消、資源循環の取り組みなど、県や市

町、住民、企業、NPOなど幅広い主体の参画により実
践されるものです。このため県では、具体的な目標を掲
げて持続可能な地域づくりに取り組む市町を支援する
「持続可能な滋賀の地域社会応援プロジェクト」を実施
しています。　
　平成24年度には、｢地域
モデルづくり支援事業｣ と
して、人づくり・ネット
ワークづくりに取り組む高
島市に対し、支援を行いま
した。
　また、事業開始の平成21
年度より、各モデル市町に
おける年度毎の具体的な実
施内容は「持続可能なまち
づくり事例集」としてとり
まとめ、県ホームページに
て掲載しており、県下全域
で低炭素社会づくりを進め
ているところです。

WEB http://www.pref.shiga.lg.jp/d/kankyo/
　　  sd_shiga/jirei.html

　琵琶湖をはじめとする滋賀の環境を保全するため、県
では試験・調査・研究などを行う機関を設置しています。

① 琵琶湖環境科学研究センター
② 衛生科学センター
③ 琵琶湖博物館
④ 工業技術総合センター
⑤ 東北部工業技術センター
⑥ 森林センター
⑦ 畜産技術振興センター
⑧ 農業技術振興センター
⑨ 水産試験場
⑩ 滋賀県立大学

調査・研究の推進と成果の活用
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第２部

分析の様子

琵琶湖環境科学研究センター
〈琵琶湖環境科学研究センター〉

　琵琶湖環境科学研
究センターは、琵琶
湖と滋賀の環境につ
いて、直面する様々
な環境問題に対して、
科学的側面から課題
解決を図るため、未
知の現象を解明し、
研究成果を総合的に解析して、政策提言を行います。
　また、センターの知見を社会に還元し、県民の環境保
全活動を科学的・技術的側面から支援することで、地域
への貢献を図っています。
　さらに、世界水準の研究成果の共有、国際的な視点か
らの研究活動・貢献を視野に、国際研究交流を進めてい
ます。
　平成23年度から平成25年度は、第３期中期計画に基
づき、「持続可能な滋賀
社会の構築」、「琵琶湖
流域生態系の保全・再
生」「環境リスク低減の
ための実態把握」に向
けて試験研究を推進し、
課題の発見・詳細な現
象把握に努め、施策な
どへの提言を行います。

WEB http://www. lberi.jp/

琵琶湖博物館 〈琵琶湖博物館〉

　琵琶湖博物館では、３つの研究領域について、総合研
究、共同研究、専門研究などの研究プロジェクトを組み
合わせて研究活動を行っています。この研究活動は、博
物館の活動基盤であり、その成果は博物館の展示、交流、
情報発信活動に広く活かされています。また、琵琶湖地
域の自然、歴史、暮らしの研究・調査を総合的に進めな
がら、人々が地域の調査活動に参加したり、あるいは研
究活動を自ら行うことができるよう応援しています。

　
WEB http://www.lbm.go.jp/index.html

琵琶湖統合研究の推進
〈琵琶湖環境科学研究センター、琵琶湖博物館、滋賀県立大学〉

　琵琶湖環境科学研究センター、琵琶湖博物館および滋
賀県立大学は、平成22年（2010年）３月、連携して
統合研究を推進することに合意しました。
　琵琶湖の価値、すばらしさを明らかにする基本的な研
究や琵琶湖の環境問題の解明と解決に向けた研究におい
て、これまでの研究成果の蓄積も活かしながら、緊密な
連携のもとに、より一層大きな効果を上げることを目指
します。
　当初から取り組んできた研究は以下のとおりです。
① 地域住民による琵琶湖沿岸の＜生命の賑わい＞総合調
査の方法論と具体的手法の確立
②大気降下物が琵琶湖とその集水域に与える影響の評価
③南湖生態系の総合的・順応的管理に関する研究

■試験研究の推進内容
◆公共用水域・生物環境・大気環境・水土壌環境につい
てモニタリングを行うとともに、新たな課題の発見に
努めます。
◆北湖の低酸素化や琵琶湖水質の評価手法、大気降下物
や化学物質の詳細把握に向けた調査を実施します。
◆持続可能な滋賀社会の実現や琵琶湖流域生態系の保全・
再生に向けた施策などのあり方を提言するため、社会
システム・流域のつながり・南湖生態系の管理のあり
方などについて総合的に研究を推進します。

●研究領域
◆環境史研究領域：『「湖と人間」との関わりが、歴史的
にどのようにできあがってきたのか』をテーマに研究
調査を行っています。

◆生態系研究領域：『「湖と人間」の関わりが、今どのよ
うになっているのか』をテーマに研究調査を行ってい
ます。

◆博物館学研究領域：『「湖と人間」をテーマとする博物
館はどうあるべきなのか』をテーマに研究調査を行っ
ています。

中国・湖南省との友好提携30周年
～環境分野における相互交流推進に関する覚書の調印～ 〈観光交流局国際室、下水道課〉

　昭和58年に滋賀県と湖南省が友好提携を結んで
30年を迎え、平成25年度を通して、両県省の交流
の原点である、琵琶湖と洞庭湖に象徴される「環境」
をキーワードとし、経済、観光、環境保全等の分野
における交流が進められています。

　環境分野における交流を更に推進することを目的
として、平成25年7月16日、知事と省長が覚書を
交わすとともに、これに基づき実施される汚水処理
分野における技術協力について、琵琶湖環境部長と
科学技術庁長が覚書を交わしました。

　特に、汚水処理に関する覚書では、これまで滋賀
県が下水道などにおいて高度な処理を実施してきた
実績を基礎とした運転管理技術の向上や人材育成に
関する技術協力にとどまらず、住民の環境学習手法
や環境学習分野に
おける人材育成に
関する技術協力の
促進といった内容
も盛り込んでいま
す。

■関連記事 ：P.5 「環境学習を通じた両県省の子どもたちの交流」
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第17回授賞式（平成25年７月）

第14回世界湖沼会議
（平成23年10月、11月　米国テキサス州
 オースティン市）

第６回世界水フォーラム
（平成24年3月　フランス共和国マルセイユ市）

生態学琵琶湖賞 〈環境政策課〉

　生態学琵琶湖賞は、水環境やその関連分野の生態学の
発展を願うとともに、地域社会だけでなく世界に貢献す
ることを目的として、平成３年度に県が創設したもので
す。この賞では、学術的・社会的見地から優れた業績を
この分野で挙げ、今後さらなる活躍を期待される、東ア
ジア地域、東南アジア地域、西太平洋地域および国内の
研究者を滋賀県知事および日本生態学会会長の連名で表
彰しています。平成21年（2009年）の第15回授賞式
からは日本生態学会が本賞を主催しており、県も運営に
協力しています。
　平成25年（2013年）の第17回生態学琵琶湖賞では、
東京大学大学院准教授　大手信人氏および京都大学生態
学研究センター教授　中野伸一氏が受賞されました。
　７月に開催された授賞式では記念講演があり、森林の
生態系における水と物質の循環に関する研究をされてい
る大手氏より、窒素や放射性物質の森林内や森林から流
れ出る状況等について講演がありました。また、湖沼や
沿岸海域等における微生物の食物連鎖や、その動向につ
いて研究されている中野氏より、海洋の環境変化に伴う
食物連鎖の動きや、湖沼におけるアオコの発生環境等に
ついて講演がありました。

WEB http://www.pref.shiga.lg.jp/d/kankyo/
　　  seitaigaku_biwakosyou/top.html

（公財）国際湖沼環境委員会（ILEC）
 〈環境政策課〉

　ILEC は、世界の湖沼環境の健全な管理とその推進を
目的として、県が中心となり関係省庁の協力を得て昭
和61年（1986 年）に設立された国際的な非政府機関
（NGO）です。
　国連環境計画（UNEP） や世界銀行などの国際機関、
国際協力機構（JICA）などの機関と共同し、世界の湖沼
環境保全にかかる情報収集・提供、調査研究、研修事業、
環境教育など、国際的な活動を展開しています。開発途
上国における湖沼環境管理と健全な湖沼開発計画への支
援のため、統合的湖沼流域管理（ILBM）研修事業などを
実施しています。 
　また、昭和59年（1984年）に県の提唱で開催され、
概ね隔年で開催されている世界湖沼会議を、開催国の団
体と共催しています。　
WEB http://www.ilec.or.jp

第14回世界湖沼会議 〈琵琶湖政策課〉

　第14回世界湖沼会議は、米国テキサス州オースティ
ン市にて、平成23年（2011年）10月31日～11月
４日にテキサス州立大学河川システム研究所（RSI）と
ILECとの共催により開催されました。
　会議に参加した多くの世界の湖沼研究者やＮＧＯ、行
政関係者等へ、琵琶湖の総合的な保全や琵琶湖・淀川流
域の統合的流域管理の取組等について、各分科会セッ
ション、ブース出展、パンフレット配布等により、本県
の先進的な取組を世
界に向けて発信し、
広く情報交換を行い
ました。滋賀県で生
まれた世界湖沼会議
の継続的な開催を支
援し、世界の湖沼環
境問題の解決に向け
て貢献を続けていま
す。

世界水フォーラムへの参加 〈琵琶湖政策課〉
　世界水フォーラムは世界水会議（World Water 
Council ：WWC）が主催する国際会議で、水に関わる
政策決定者、専門家等が一堂に会し、平成９年（1997
年）から３年ごとに開催されています。平成24年
（2012年）３月にフランス共和国マルセイユ市におい
て開催された第６回
フォーラムに本県か
らも参画し、琵琶湖
や琵琶湖・淀川流域
の取組と重要性のア
ピールを行い、統合
的流域管理の必要性
を広く世界に訴えま
した。

世界の水問題への貢献

びわ湖の日　国際交流支援事業
先進陸水海洋学会（ASLO） 日本大会の開催

〈環境政策課〉

　淡水および海洋に関する学術的課題や環境問題
を扱う世界最大規模の学会、先進陸水海洋学会
（ASLO）の日本大会が、平成24年７月８日～13
日、びわ湖ホールを中心に開催され、国内外から約
1,000名の方が参加されました。
　またこの大会では、世界の研究者と一般参加者を
つなぐ「公開シンポジウム」等が開催され、多数の
国内外の研究者と一般
参加者（研究者101名、
一般245名）の参加が
あり、県の環境に関す
る取組を世界に発信す
るとともに、一般参加
者に対しても環境につ
いて考えていただく機
会となりました。
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